
津山市元気いきいき通所サービス事業の公募にかかる回答書

平成 29年 5月 23 日 津山市

質 問 事 項 回 答

【人員配置について】

・営業日でない日は人員を配

置しなくてもいいのでしょ

うか？

・営業日は週何回が望ましい

のでしょうか？

・営業日でも利用者がいない

日は人員配置しなくてもい

いのでしょうか？

【人員基準について】

・地域密着型通所介護の管理

者及び看護職員を兼務してい

る者が、津山市元気いきいき

通所サービス事業の管理者を

兼務することができますか？

【重錘バンドについて】

・重さは何ｋｇ～何ｋｇで、

何セット準備したらよいです

か？

【委託期間について】

・事業委託期間が平成29年7月

・サービス提供日（営業日）以外は人員配置の必要はありません。

・週１回以上は事業を実施してください。

事業実施回数については、貴事業所で実施している他サービス

の運営基準等を確認し、適切な対応をしてください。

・利用者がいない場合は、人員配置の必要性はないと考えます。

・元気いきいき通所サービス事業については、地域密着型通所介護

とプログラムが完全に異なるため、兼務が可能なのは管理者のみで

あり、直接処遇職員の兼務はできません（岡山県長寿社会課確認済

み）ので、ご質問の場合は、兼務は不可となります。

・重錘バンドの重さについては、100ｇもしくは 200ｇ単位でおもり

の負荷調整ができるものを準備してください。

また、重錘バンドの準備個数は、運動機能向上プログラム ベー

シックコースの実施方法によって異なりますので以下を参考にし

てください。

・「津山市こけないからだ体操」で実施する場合

利用者 1人につき、重錘バンド 1個

・「高知市いきいき百歳体操」で実施する場合

利用者 1人につき、重錘バンド 2個

・来年度についても事業実施は予定しており、事業形態は委託を考



1日から平成30年3月31日まで

となっているが、その後の予

定はありますか？

【元気いきいき通所サービス

での介護職員の役割につい

て】

・元気いきいき通所サービス

（短期集中型サービス）は津

山市が開催する講習を受講済

みの機能訓練指導員による機

能訓練の実施と伺っていま

す。介護職員はどのような役

割になりますか。考えを伺え

たらと思います。

【「自立支援型通所サービス」

の機能訓練指導員に必要な講

習について】

・今後、講習会はどれぐらい

の間隔で実施されるのでしょ

うか。

職員異動、退職等も考えら

れ心配です。

【元気いきいき通所サービス

（短期集中型通所サービス）

の運営について】

・津山市が開催する講習を受

講済みの機能訓練指導員によ

る機能訓練の実施と伺ってい

ますが、開設日に、市が開催

する講習を受講済みの訓練担

当職員が病欠等で当日急に不

在になった場合はどのように

考えればよいのでしょうか。

えております。

・利用者のリスク管理、重錘バンドの取り外しの補助、利用者への

声かけなどを機能訓練指導員と共同し事業に取り組んでください。

・今年度については、平成 30 年度委託募集時（平成 30 年 2 月頃）

に開催予定です。

講習会の定期開催については、今後の委託事業所数や利用者数、

委託事業所の機能訓練指導員の配置状況等を踏まえながら検討し

ます。

・委託仕様書第５（１）のとおり、事業の内容及び実施は、指定プ

ログラム講習会を受講した機能訓練指導員の資格を有する従事者

が実施することが必要です。

上記の条件を満たす従事者が不在日の場合は、委託仕様書と相違

するため当市の委託事業実施日となりません。



【通常の実施区域等につい

て】

・第 2回の事業者説明会の際、

元気いきいき通所サービス

（短期集中型通所サービス）

の委託数は未定と伺っていま

したが、期待される委託数、

分布（例えば中学校区毎）が

あれば伺いたいと思います。

・受託者ごとに通常の実施地

域は必要だと思いますが考

えを伺いたいと思います。

【元気いきいき通所サービス

事業の実施日程について】

・津山市元気いきいき通所サ

ービス事業委託を検討してお

りますが、祝日を除いた週1日

を実施日にと検討しておりま

す。

祝日が実施日にあたる週は

実施せず次回は翌週にと考え

ております。

上記について津山市のご意

向を伺いたいと思います。

・津山市の日常生活圏域ごとに 1ヶ所以上での事業実施が望ましい

と考えています。

・通常の実施地域については必要だと考えますが、今年度について

は、委託事業所数や送迎可能地域等により、貴事業所が指定する受

入れ可能地域以外の利用者の利用について対応していただく可能

性があります。

・週 1回は事業実施することが望ましいと考えています。


